
（１） 

                   

今

回

の

改

正

の

目

玉

「

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

対

策

の

充

実

・

強

化

」

は

次

の

様

に

定

め

ら

れ

ま

し

た

。 

◆

労

働

者

の

心

理

的

な

負

担

の

程

度

を

把

握

す

る

た

め

の

、

医

師

又

は

保

健

師

に

よ

る

検

査

（

ス

ト

レ

ス

チ

ェ

ッ

ク

）

の

実

施

を

事

業

者

に

義

務

づ

け

る

。

た

だ

し

、

従

業

員

５０

人

未

満

の

事

業

場

に

つ

い

て

 

 

            

     

 

は

、

当

分

の

間

、

努

力

義

務

と

す

る

。

 

 

労

働

者

の

受

検

は

義

務

で

な

く

、

任

意

と

さ

れ

ま

し

た

。

従

業

員

５０

人

未

満

の

事

業

場

に

つ

い

て

は

、

「

当

分

の

間

、

努

力

義

務

」

と

な

り

ま

し

た

が

、

５

年

後

に

予

定

さ

れ

て

い

る

見

直

し

で

義

務

と

な

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

 

             

◆

事

業

者

は

、

検

査

結

果

を

通

知

さ

れ

た

労

働

者

の

希

望

に

応

じ

て

医

師

に

よ

る

面

接

指

導

を

実

施

し

、

そ

の

結

果

、

医

師

の

意

見

を

聴

い

た

上

で

、

必

要

な

場

合

に

は

、

作

業

の

転

換

、

労

働

時

間

の

短

縮

そ

の

他

の

適

切

な

就

業

上

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

す

る

。 

 

ス

ト

レ

ス

チ

ェ

ッ

ク

の

結

果

は

原

則

と

し

て

本

人

の

み

に

通

知

さ

れ

、

会

社

に

知

ら

せ

る

場

合

は

本

人

の

同

意

が

必

要

で

す

。

ス

ト

レ

ス

チ

ェ

ッ

ク

の

結

果

や

、

面

接

指

導

の

申

出

を

理

由

と

す

る

不

利

益 

             

取

り

扱

い

は

禁

止

さ

れ

ま

す

。 

 

以

前

、

厚

労

省

が

示

し

た

９

項

目

の

チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト

は

、

「

モ

デ

ル

」

に

過

ぎ

ま

せ

ん

。

厚

労

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

「

こ

こ

ろ

の

耳

」

に

は

、

５７

項

目

の

「

職

業

性

ス

ト

レ

ス

簡

易

調

査

票

」

が

掲

載

さ

れ

て

い

ま

す

し

、

民

間

機

関

・

会

社

も 

                    

様

々

な

質

問

票

を

宣

伝

し

て

い

ま

す

。 

 

新

制

度

は

未

整

備

な

点

も

多

々

あ

り

ま

す

が

、

会

社

に

と

っ

て

は

人

事

労

務

管

理

の

適

正

化

、

労

働

者

に

と

っ

て

は

自

己

の

精

神

的

健

康

状

態

の

把

握

に

つ

な

げ

て

い

く

こ

と

が

大

切

で

す

。
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ス

ト

レ

ス

チ

ェ

ッ

ク

が

義

務

に 
労
働
安
全
衛
生
法
を

一
部
改
正 

 

朝顔が今年もきれいに咲きました 

姫
路
姫
路
姫
路
姫
路
のののの
地地地地
でででで    

河
内
河
内
河
内
河
内    

をををを
語語語語
るるるる    

 

昨

年

４

月

か

ら

講

師

を

務

め

て

い

る

「

派

遣

元

責

任

者

講

習

」

の

受

け

持

ち

会

場

が

大

阪

か

ら

西

へ

広

が

り

、

７

月

か

ら

姫

路

、

８

月

か

ら

神

戸

が

加

わ

り

ま

し

た

。 

７

月

の

姫

路

は

炎

天

で

し

た

。

午

前

中

に

、

黒

田

官

兵

衛

ブ

ー

ム

に

沸

く

姫

路

城

界

隈

を

観

光

用

レ

ン

タ

サ

イ

ク

ル

で

回

り

ま

し

た

。

修

理

期

間

中

の

大

天

守

に

は

上

れ

ま

せ

ん

が

、

世

界

遺

産

の

美

し

い

城

郭

を

見

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

千

姫

ゆ

か

り

の

百

間

（

ひ

ゃ

っ

け

ん

）

廊

下

も

体

験

し

ま

し

た

。

午

後

の

講

義

の

休

憩

時

間

に

、

姫

路

の

派

遣

会

社

の

社

長

さ

ん

か

ら

、
「

『

か

わ

ち

の

』

と

は

い

い

名

前

で

す

な

ー

」

と

声

を

か

け

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

こ

の

年

配

の

男

性

は

、

今

東

光

＝

悪

名

＝

八

尾

の

朝

吉

＝

勝

新

太

郎

の

フ

ァ

ン

だ

そ

う

で

す

。

「

我

が

意

を

得

た

り

」

と

は

こ

の

こ

と

で

す

。 

 

講

義

の

息

抜

き

に

、

「

摂

河

泉

三

国

の

う

ち

、

河

内

の

国

は

ど

う

な

っ

た

か

？

」

の

話

を

し

ま

し

た

。

正

解

は

、

昭

和

４２

年

の

布

施

・

河

内

・

枚

岡

の

三

市

合

併

に

よ

り

、

河

内

市

が

な

く

な

り

、

東

大

阪

市

が

生

ま

れ

て

い

ま

す

。

 
 

労働安全衛生法の改正点労働安全衛生法の改正点労働安全衛生法の改正点労働安全衛生法の改正点（2014．6．25 公布） 

１．化学物質管理のあり方の見直し 

２．メンタルヘルス対策の充実・強化 

３．受動喫煙防止対策の推進 

４．重大な労働災害を繰り返す企業への対応 

５．外国に立地する検査機関等への対応 

６．規制・届出の見直し等 



     
 

 

筆

者

の

青

春

時

代

の

思

い

出

で 

の

一

つ

で

あ

り

、

今

で

も

「

い

い

仕

事

だ

な

あ

」

と

思

え

る

の

が

学

童

保

育

の

指

導

員

で

す

。 

 

指

導

し

て

い

た

小

学

生

か

ら

、

「

お

に

い

ち

ゃ

ん

（

先

生

で

は

な

い

）

は

、

大

き

く

な

っ

た

ら

何

に

な

る

の

」

と

よ

く

言

わ

れ

ま

し

た

。

 

 

子

ど

も

た

ち

が

夢

中

に

な

っ

て 

 

         

    

     

「

遊

び

呆

け

」

て

い

て

、

大

人

が

そ

れ

を

全

力

で

保

障

し

て

い

る

、

そ

れ

が

指

導

員

の

仕

事

で

す

。 

 

し

か

し

、

学

童

保

育

は

国

の

制

度

化

が

遅

れ

、

自

治

体

に

よ

っ

て

、

運

営

主

体

か

ら

保

育

料

、

保

育

内

容

ま

で

千

差

万

別

の

状

況

が

続

い

て

き

ま

し

た

。 

 

「

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

新

制 

              

度

」

で

は

、

学

童

保

育

（

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

）

の

 

①

新

た

な

基

準

づ

く

り

 

②

待

機

児

童

解

消 

③

小

学

校

６

年

生

ま

で

の

対

象

の

引

き

上

げ

が

掲

げ

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

 

高

学

年

の

学

童

保

育

に

は

、

賛

否

両

論

が

あ

る

よ

う

で

す

。 

 

筆

者

の

経

験

で

は

、

「

９

歳

の

壁

」

と

呼

ば

れ

る

発

達

の

節

を

超

え

て

自

我

に

目

覚

め

る

高

学

年

の

子

ど

も

た

ち

こ

そ

、

異

年

齢

集

団

の

核

（

つ

ま

り

ガ

キ

大

将

）

に

な

れ

る

の

で

す

。 

 

そ

の

力

は

様

々

な

場

面

で

発

揮 

              

さ

れ

ま

す

。

た

と

え

ば

、

料

理

が

上

手

な

５

年

生

の

女

子

は

、

１

年

生

か

ら

「

給

食

の

お

ば

ち

ゃ

ん

」

と

慕

わ

れ

て

い

ま

し

た

。 

 

市

町

村

の

条

例

に

よ

っ

て

、

幼

保

連

携

型

認

定

子

ど

も

園

や

小

規

模

保

育

施

設

が

作

ら

れ

よ

う

と

し

て

い

ま

す

が

、

学

童

保

育

（

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

）

は

、

国

の

最

低

基

準

を

明

確

に

す

る

こ

と

が

先

決

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

「

地

域

の

ニ

ー

ズ

に

見

合

っ

た

」

も

の

に

し

て

い

く

の

は

、

そ

れ

か

ら

で

も

遅

く

な

い

と

考

え

ま

す

。 

 
 

（２） 

   

▼

４

年

に

一

度

、

時

差

に

苦

し

め

ら

れ

る

ワ

ー

ル

ド

・

カ

ッ

プ

の

１

ヵ

月

が

終

わ

り

ま

し

た

。

国

連

よ

り

Ｆ

Ｉ

Ｆ

Ａ

の

加

盟

国

が

多

い

の

も

頷

け

ま

す

。

 

▼

も

し

「

霊

能

力

者

」

が

い

る

な

ら

、

「

ゲ

リ

ラ

豪

雨

」

を

予

期

し

て

ほ

し

い

。

今

年

も

市

役

所

か

ら

土

嚢

を

借

り

出

し

ま

し

た

が

、

使

わ

ず

に

済

む

こ

と

を

願

っ

て

い

ま

す

。 

編

集

後

記

 

「「「「
        

子子子子
ど
も
・

ど
も
・

ど
も
・

ど
も
・    

子
育
子
育
子
育
子
育
てててて
支
援
新
制
度

支
援
新
制
度

支
援
新
制
度

支
援
新
制
度
」」」」でででで    

                
ど
う
な
る

ど
う
な
る

ど
う
な
る

ど
う
な
る
？？？？        

    

学
童
保
育

学
童
保
育

学
童
保
育

学
童
保
育    
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『日本の悲劇』 

（（（（1946194619461946 年、年、年、年、1953195319531953 年、年、年、年、2012201220122012 年）年）年）年）    

３人の監督が、題名どおり、それぞれの時代の

「日本の悲劇」を描きました。 

●１９４６年の作品は、亀井文夫監督によるド

キュメンタリーです。亀井監督は戦時中の『戦

ふ兵隊』が反戦（厭戦）映画とみなされ、治安

維持法による弾圧を受けました。終戦の翌年、

日本帝国主義の「侵略戦争」を真正面から告発

したこの作品は、今度はＧＨＱによって上映禁

止になります。日本の「民主化」より反共を優

先したアメリカの思惑によるものでしょう。 

●１９５３年の木下惠介監督の作品は、女手一

つで戦後の混乱期に子どもを育てた戦争未亡人

の悲哀が描かれています。母（望月優子）は旅

館の女中をしながら娘・息子に高等教育を受け

させるのですが、子どもたちには母の姿が淫ら

に感じられ、離れていってしまうのです。木下

作品の中の「社会派」に位置する映画です。 

●２０１２年の小林政広監督の作品は、「消えた

老人」問題がテーマです。大病を患い、自ら命

を絶って年金を残そうとする老父（仲代達也）

と、それをやめさせようとする失業中の息子（北

村一輝）との凄絶な攻防が繰り広げられます。 

 各地で百歳を超える多くの高齢者が「行方不

明」になり、「年金不正受給」として取り上げら

れました。しかし、この映画の様に、老親の年

金が唯一の生きる術だとしたら、それを子ども

に残そうとする行為は「不正受給」の一言で片

付けられるのか。生活保護を受けられずに餓死

に至る事件が後を絶たず、在宅死という名の孤

独死が急増している現代日本。「日本の悲劇」は

繰り返されるのではないでしょうか。 

 「日本人は弱者に冷たいのだろうか」。ふと、

そんな思いにとらわれます。 


